
広報「ふじみ」が『くらしの情報』と『町の話題』をお届けします 

広報 ふじみ 

2016年 6月 平成 28年 ナンバー555 

巻頭 富士見町は子育て家庭を応援しています：教育のまち富士見・子育てのま

ち富士見 

子育て家庭を支援するサービスの充実 

雇用環境や就労形態の変化による多様なニーズに対応するために施策を進めます。 

病児病後児保育 

お子さんが病気の時、保護者が就労などで看護できない場合に保育を  

実施します。看護師、保育士が保育にあたります。  

対象 

生後 6か月～小学 3年生 

利用料 

無料  

場所 

富士見高原医療福祉センター富士見高原病院  

電話番号：62-3030  

開設時間 

毎週月曜日から金曜日 

午前 8時から午後 6時 

（お盆・年末年始を除く） 

放課後児童クラブ 

保護者が安心して働き続けるために、お子さんの放課後の場所として、各小学校には児童

クラブを開設しています。  

異年齢のお子さんが楽しく、安全に過ごすことができます。 

対象 

小学 1年生から 6年生 

利用料 

有料  

場所 

各小学校内  

ファミリーサポート 

保護者の用事や、病気等により育児の支援が必要な方と、育児の支援ができる方の双方が

登録制により支援活動が行える制度です。 



支援会員さん宅で家庭的な支援が受けられます。 

対象 

0歳～小学 6年生  

利用料 

利用時間および曜日により決められています。  

申し込み後、支援会員さんをご紹介します。 

【お問合せ先】子ども課子ども支援係、電話番号：62-9237 

 

豊かな自然を生かした子育て支援 

恵まれた自然の中で、健康な心と体、豊かな感性を育てます。 

森のいえ ぽっち（認可外野外保育） 

NPO法人ふじみ子育てネットワークが運営しています。富士見の豊かな自然の中で大人が管

理しすぎないゆとりのスケジュールで一日を過ごします。 

「信州型自然保育」認定制度でモデル的な「特化型」に認定されました。 

対象 

３歳児以上クラスは月曜日から金曜日：9時 30分から 14時（金曜日は 13時まで） 

年少クラスは週４日か５日の選択制 

２歳児クラスもあります 

場所 

海洋センター 第１キャンプ場他 

保育園の野外活動を積極的にとりいれてます。 

広い園庭での活動や畑づくり、お散歩など野外活動を積極的に取り入れています 

公園整備計画進行中 

町の中心部に公園を造る計画が進行中です。 

経済的支援：第 3子以降の子育て支援を強化しています 

多子世帯子育て支援補助金 

 18 歳未満の児童を 3 人以上養育している保護者に対して、3 歳未満児が保育所等を利用

せずに家庭で養育している場合に補助金を支給します。対象と思われる方には、6月中旬ま

でに通知します。  

 保育所を利用している世帯内第 3子以上の児童について、3歳以上児は保育料無料、3歳

未満児は保育料が半額となります。 

安心して子育てができるしくみの提供 

子育てに関する相談ができる環境、保護者の仲間作りを進めています。 

子育てに悩みはつきものです。悶々とした気持ちを吐き出したり、不安なことを確認した

り、子どもとしっかり遊びにおいでください。 



子育て広場 AiAi 

未就園児のお子さんとご家族が自由に過ごし、集える場です。 

毎月様々な子育て講座や親子が楽しめるイベントも開催しています。（利用料：無料） 

【お問合せ先】NPO 法人ふじみ子育てネットワーク、電話番号：62-5505 

子育て支援 

家庭での育児・学習環境など子育てに関する相談に専門の相談員が対応します。町内保育

園でも相談ができます。 

電話番号：62-9237（相談員専用回線） 

どなたでもご利用になれます。 

相談日があります。 

子育て相談、毎月第 3金曜日、午前 9時から 11時 30分 

すくすく広場 

お子さんの発達・気になる様子・保育園での集団生活についての相談 

訓練が落合保育園で行われています。 

担当 

保育士・作業療法士 

【お問合せ先】各保育園： 子ども課 子ども支援係、電話番号：62-9237 

保健センターでの各種健診・相談事業 

乳幼児健診や乳幼児相談があります。随時、保健師が相談に応じています。臨床心理士に

よる心理相談・子育て相談員による相談などもあります。 

 

富士見町 教育委員会だより 第 126号 

「教育のまち富士見・子育てのまち富士見」を目指して 

平成 28 年 6 月 1 日発行／富士見町教育委員会編集／電話番号：62-9235／

kodomo@town.fujimi.lg.jp 

6月定例教育委員会 

6月 15日（水曜日）、午前 9時 30分から 

役場 2階教育長応接室、傍聴歓迎！ 

子どもに関するなんでも相談 

月曜日から金曜日まで、午後 8時 30分から午後 5時 15分まで 

電話番号：62-9233 

家庭・教育・子育て相談員 

6月 19日（第 3日曜日）は家庭の日・家庭読書の日 

1日で最も長いこの時期、家庭で夕方の散歩を楽しむなど、絆を深めましょう。 

長野県市町村駅伝（4月 29日）富士見駅伝チームが大健闘！ 

４月 29日に松本平広域公園陸上競技場で県市町村対抗駅伝競走大会が開催されました。 



富士見町からは小学生の部、一般の部に出場し、小学生の部では６名（走者４名）の児童

が出場し、総合 19位、町の部で５位となりました。また一般の部では、総合９位、町の部

で２位という成績を収めることが出来ました。  

小・中学校の通学路を視察（5月 18日） 

5月 18日、ＰＴＡ連合会主催の町内通学路視察が行われました。 

PTA役員は、子ども達が安心して通学できる環境整備に向け、早急な改善を要望していまし

た。 

昨年度は、横断歩道と注意喚起標識等の設置、横断用黄色旗の設置が行われました。  

保育園交流：プランターづくり 

5月 6日、富士見保育園と富士見高校園芸科３年生の交流が行われました。園児と高校生の 

元気なあいさつから始まり、プランターに花を植えました。和やかな雰囲気の中、高校生

は園児に丁寧に作業を教え、園児ははしゃぎながらも一生懸命頑張って花を植えている様

子でした。 

4月定例教育委員会報告 

4月 12日に開催された 4月定例教育委員会で協議した主な内容をお知らせします。 

報告事項 

教育長より 

綱紀粛正、安全管理等について報告がありました。 

子ども課より 

区域外通学、南諏校長会、園長会について報告がありました。 

生涯学習より 

事業の進捗状況の報告がありました。 

保育料のお知らせ  

国の幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みにより、平成 28年 4 月から年収 360万円未

満相当の世帯について、多子世帯・ひとり親世帯等への軽減措置が従来の多子軽減におけ

る年齢の上限を撤廃し、ひとり親世帯等については、負担軽減措置を拡大し、第 1 子につ

いては現行の半額、第 2 子については無償化とすることとなりました。詳しくは以下の通

りです。  

【2・3号認定の児童について】  

ひとり親世帯等については、市町村民税所得割課税額が 77,101 円未満の世帯について第 1

子は半額、第 2 子以降は無料とする。その他の世帯については、市町村民税所得割課税額

が 57,700円未満の世帯について第 2子は半額、第 3子以降は無料とする。  

【1号認定の児童について】  

ひとり親世帯等については、市町村民税所得割課税額が 77,101 円未満の世帯について第 1

子は半額、第 2 子以降は無料とする。その他の世帯については、市町村民税所得割課税額

が 77,101円未満の世帯について第 2子は半額、第 3子以降は無料とする。  



 

上記に当てはまらない世帯は、富士見町では、世帯内の第 3子以降の児童については、1・

2号認定の児童は保育料無料、3号認定の児童は半額となっています。お問い合わせは子ど

も課子ども支援係へご連絡ください。 

地域ぐるみで子育て支援 

ほっと！ホット！通信 PART(1) 

人とのつながりで「ほっと」する・地域などの熱い「ホット」な想いを大切に.  

このコーナーでは信州型コミュニティ・スクール の内容をお知らせします。 

【朝の登校で出会う子どもたち】 

集団登校する子どもたちの中では上級生が下級生のカバンに手を添え、飛び出しや突飛な

行動をして危険にあわないようにしています。  

【保育園で出会った子どもたち】  

子どもの日のお祝いの特別な日。全員でゲーム 2 つが行われました。リングを使ったイス

取りゲームでは子どもたちの助け合う姿が輝いていました。 

【子どもの安全のために活動している地域の皆さん】  

交差点で安全な横断のために立ってくださる方によると「立っていると、6年生になった子

がありがとうございますと言ってくれたり、挨拶をしてくれたりします。それが張り合い

になっています。」とのことでした。大事なことも何気なくできるのは素敵なことですね。  

給食食材放射能測定結果（4月分）  

4月 6日 

測定食材数：9 

測定結果：町基準の 10ベクレルを超えた食材はありませんでした。 

4月 13日 

測定食材数：8 

測定結果：町基準の 10ベクレルを超えた食材はありませんでした。 

4月 20日 

測定食材数：7 

測定結果：町基準の 10ベクレルを超えた食材はありませんでした。 

4月 27日 

測定食材数：8 

測定結果：町基準の 10ベクレルを超えた食材はありませんでした。  

注記：保育園、小・中学校で使用を予定する給食食材の放射能が 10 ベクレルを超えた場

合は、給食に使用しません。詳しい測定結果は、町のホームページをご覧ください。  

編集後記 

少しずつ夏の気配を感じる六月。  

梅雨もあり、木々が緑を増し、過ごしやすい季節になりました。  



中学生はもうすぐ中体連！練習にますます身が入る時期ですね。 (Y) 

 

児童手当現況届について  

児童手当を受給されている方には、毎年 1 回「現況届」を提出していただくことになって

います。これは、引き続き児童手当を受給する資格があるかどうかを 6 月 1 日現在の養育

状況により認定するためのものです。また、所得制限があり、前年の所得の確認も必要で

す。6月中旬までに現況届を郵送しますので、添付書類を確認の上、期限までに必ず提出し

てください。期限までに提出がない場合は、受給資格があっても手当の支払が受けられな

くなりますのでご注意ください。  

【現況届の手続きの流れ】 

(1)届いた現況届を確認（間違いや変更がある場合は赤字で訂正）  

(2)名前の横に押印・提出日を記入  

(3)添付書類を確認・用意する〈全員〉・受給者・配偶者・児童保険証のコピー  

(4)提出期限の 6月 30日（木曜日）までに役場子ども課へ提出（郵送可）  

【現況届の審査結果は】 

現況届で所得制限超過となった方には、「特例給付」として通知をお送りします。所得状況

から受給者の変更が必要になった場合はご連絡します。10月期に振込みが確認できた方は、

継続支給となりますのでご確認ください。  

【提出先】 

富士見町役場、子ども課子ども支援係（2 階 11 窓口）／郵便番号：399-0292／住所：長野

県諏訪郡富士見町落合 10777 

平成 27年度 富士見メガソーラー株式会社から富士見町への収入報告  

【お問合せ先】富士見メガソーラー株式会社、電話番号：75-1606  

 平成 28年 5月 13日、FMKの取締役会および 5月 17日の株主総会で平成 27年度決算の報

告がされ承認されました。その結果、27年度分 FMKから富士見町への収入は以下のように

なります。 

売上 

27年度計画値 

104,934（単位：千円） 

26年度実績 

128,732（単位：千円） 

27年度実績 

131,190（単位：千円）／（26年度比）：101.91% 

町への収入  

27年度計画値 

1.配当金：21,623（単位：千円） 



2.借地・家賃：12,637（単位：千円） 

3.償却資産税：4,483（単位：千円） 

4.住民・法人税：50（単位：千円） 

合計入金額：38,793（単位：千円） 

27年度計画値 

町への収入  

1.配当金：44,390（単位：千円） 

2.借地・家賃：12,668（単位：千円） 

3.償却資産税：5,123（単位：千円） 

4.住民・法人税：50（単位：千円） 

合計入金額：62,231（単位：千円） 

27年度実績 

町への収入  

1.配当金：47,190（単位：千円） 

2.借地・家賃：12,668（単位：千円） 

3.償却資産税：4,473（単位：千円） 

4.住民・法人税：51（単位：千円） 

合計入金額：64,382（単位：千円）／（26年度比）：103.45% 

 

平成 28年度（平成 29年 4月採用）第 1回富士見町職員採用試験のお知らせ  

【お問合せ先】総務課庶務人事係、電話番号：62-9322 

1.受付期間 

平成 28年 6月 1日（水曜日）から 6月 24日（金曜日）  

2.試験期日 

平成 28年 7月 24日（日曜日）  

3.受験資格等  

職種 

一般職 A 

採用予定人数  

6名程度（うち一般職・保育士：1名程度）  

住所要件  

採用後、富士見町内に居住する人  

受験資格 

試験区分：上級 

学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 



試験区分：中級 

短大（または同等の学校）を卒業または卒業見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

試験区分：初級 

既に高等学校を卒業していること 

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

 

職種 

一般職 B（身体障害者） 

採用予定人数  

6名程度（うち一般職・保育士：1名程度）  

住所要件  

採用後、富士見町内に居住する人  

受験資格 

試験区分：上級 

学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

試験区分：中級 

短大（または同等の学校）を卒業または卒業見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

試験区分：初級 

既に高等学校を卒業していること 

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

 

職種 

一般職・保育士  

採用予定人数  

6名程度（うち一般職・保育士：1名程度）  

住所要件  

採用後、富士見町内に居住する人  

受験資格 

試験区分：上級 

学校教育法による大学を卒業または卒業見込みの人  

保育士の資格を現に有するか取得見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 



試験区分：中級 

短大（または同等の学校）を卒業または卒業見込みの人  

保育士の資格を現に有するか取得見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

 

職種 

一般職社会人 

採用予定人数  

1名程度  

住所要件  

採用後、富士見町内に居住する人  

受験資格 

試験区分：上級 

学校教育法による大学を卒業し社会人経験が 5年以上ある人  

年齢：昭和 56年 4月 2日以降生まれ～昭和 61年 4月 1日生まれ（35歳以下）  

 

職種 

一般職・保健師 

採用予定人数  

1名程度  

住所要件 

なし  

受験資格 

試験区分：上級 

保健師資格を現に有するか取得見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

試験区分：中級 

保健師資格を現に有するか取得見込みの人  

年齢：昭和 S61年 4月 2日以降生まれ（30歳以下） 

4.その他   

要項や各種様式は富士見町役場ホームページでも確認・ダウンロードが可能です。  

保健師・保育士の専門試験は、7月 24日の午後に実施します。  

採用人数は欠員等の状況により変更になる場合があります。  

【お申し込み・お問い合わせ先】 

 以下の窓口に「受験者ご本人が直接持参」のうえ、ご提出願います。  

郵便番号：399-0292 



住所：富士見町落合 10777番地  

申し込み窓口：富士見町役場（3階） 総務課 庶務人事係 

電話番号：0266-62-9322（直通）  

 

年金だより／国民年金保険料収納業務の民間委託について 

【お問合せ先】岡谷年金事務所、電話番号：23-3661 

日本年金機構では、国民年金保険料の納付のご案内などを民間事業者に委託しています。  

国民年金保険料が未納になっている方に対して、委託事業者より電話・文書・戸別訪問に

より保険料の納付や免除等申請のご案内をさせていただくことがあります。岡谷年金事務

所管内においての委託事業者は次のとおりです。  

委託事業者  ㈱アイヴィジット  

【振り込め詐欺などにご注意を！！】  

委託業者が電話により納付のご案内を行う場合は、日本年金機構からお送りした保険料の

納付書により、最寄りの金融機関やコンビニなどで保険料を納めていただくよう依頼しま

す。このため、銀行の口座番号を指定し、ATMの操作により保険料の振込みをお願いするこ

とはありません。また、委託業者が訪問して保険料をお預かりする場合は、日本年金機構

からお送りした保険料の納付書をお持ちの場合に限られています。 

注記：納付書をお持ちでない方から現金をお預かりしたり、領収書を発行することはあり

ません。 

 

あなたの地区の農業委員・農地利用最適化推進委員を紹介します  

（任期 平成 28年 4月 1日から平成 31年 3月 31日）  

席番号順に掲載 敬称略〈氏名〉〈住所〉〈担当地区〉を記しています。  

【農業委員】  

1：植松 金昭  

住所：立沢  

担当地区：立沢・乙事  

2：平出 康廣  

住所：先達  

担当地区：葛窪・先達  

3：清水 敏雄  

住所：瀬沢新田 

担当地区：瀬沢新田・桜ヶ丘・富里・富士見台  

4：名取 泰敏  

住所：若宮  

担当地区：若宮・原の茶屋・富士見ヶ丘・塚平  



5：小池 秀明  

住所：立沢  

担当地区：立沢  

6：樋口 市衛  

住所：木之間  

担当地区：木之間・富士見・花場・とちの木・休戸・横吹  

7：渡邊 勢津子  

住所：広原  

担当地区：先達・田端  

8：小林 楠男  

住所：上蔦木  

担当地区：住所：上蔦木・下蔦木  

9 植松 豊子  

住所：南原山 

担当地区：富原・南原山・富ヶ丘  

10 中山 十九一（会長代理）  

住所：机  

担当地区：机・瀬沢・先能・釜無・烏帽子・神代・平岡  

11：五味 公守  

住所：乙事 

担当地区：乙事・小六  

12：平出 直文（代議員）  

住所：池袋  

担当地区：高森・信濃境・池袋  

13：小林 久子  

住所：松目  

担当地区：大平・松目  

14：小林 元茂（会長）  

住所：御射山神戸  

担当地区：御射山神戸・栗生  

【農地利用最適化推進委員】  

1：平出  眞  

住所：葛窪  

担当地区：境地区  

2：五味 紘一  

住所：平岡 



担当地区：落合地区  

3：小林  茂  

住所：乙事  

担当地区：本郷地区  

4：五味 一典  

住所：大平  

担当地区：富士見地区  

農業委員会の主な活動  

地域の世話役として、農地の売買・貸借・後継者などの相談に応じます。  

農地の利用状況の調査と利用意向調査、無断転用の防止などに取り組みます。  

農地等の利用の最適化（担い手への農地集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新

規参入の促進）の推進に取り組みます。  

【お問合せ先】農業委員会事務局、電話番号：62-9234 

 

中山間地域農業直接支払事業の取り組み  

【お問合せ先】産業課農政係、電話番号：62-9232  

中山間地域とは、平野の外縁部から山間地を指します。中山間地域の農地は、食料生産と

ともに水源のかん養や洪水の防止機能、良好な景観形成など、私たちの生活に大切な役割

を担っています。しかし平地に比べ自然条件や社会条件が厳しいことから、高齢化の進行

や担い手の減少、耕作放棄地の増加などによりその役割が低下するおそれがあります。  

平成 12年度から始まった「中山間地域農業直接支払事業」は、中山間地域の農地の荒廃を

防止し、農地のもつ多様な機能を持続させるため、耕作者のみなさまが行う「農地を守る

協定」に基づいた主体的な活動を支援する事業です。  

富士見町においても 13の集落が支援を受け、農地の多面的機能の維持・増進を図り、自律

的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備に向け、前向きな取り組みを行っています。  

【対象地域】  

特定農山村法指定地域 ： 富士見町全域  

【対象農用地】  

対象地域にある農振農用地区域内の 1 ヘクタール以上にまとまった農地から、基準により

町長が指定します。 

対象農地区分：急傾斜農用地 

勾配基準：田／水平距離 20メートルに対して 1メートル以上の高低差 

交付金額：10アール分の 21,000円 

対象農地区分：緩傾斜農用地 

勾配基準：田／水平距離 100 メートルに対して 1 メートル以上の高低差で、且つ水平距離

20メートルに対して 1メートル未満の高低差 



交付金額：10アール分の 8,000円 

注記：急傾斜農用地と連坦している農用地（通作、水路管理等、急傾斜農用地を維持する

うえで必要な農用地に限る） 

【集落協定】  

この事業では、「農地を守る協定」を締結し、町長の認定を受けることが必要です。また、

協定に基づく主体的な活動は、5年間以上継続しなければなりません。  

町内では、平成 27 年度から平成 31 年度までの第四期対策で、13 の集落協定が締結され、

それぞれの協定に基づいた活動が行われています。  

平成 27年度の実施状況は、｢平成 27年度 集落協定地区一覧表｣のとおりです。  

 

【平成 27年度 共同取組活動の実施状況】  

共同活動実施のための話合い  

農地の法面の崩壊を未然に防止するための定期点検   

道・水路の維持管理、簡易補修・改良  

子ども達の農業体験  

景観作物の作付け   

鳥獣害防止対策  

共同機械利用  

認定農業者の育成など 

【平成 27年度 集落協定地区一覧表】 

集落協定名：立沢  

協定面積：2,902,794 平方メートル 

協定参加者数：297 

交付金額：55,066,853円 

集落協定名：乙事 

協定面積：1,284,624 平方メートル 

協定参加者数：139 

交付金額：22,325,119円 

集落協定名：瀬沢新田 

協定面積：42,881 平方メートル 

協定参加者数：12 

交付金額：900,501円 

集落協定名：烏帽子 

協定面積：81,837平方メートル 

協定参加者数：20 

交付金額：1,600,368 円 



集落協定名：下蔦木 

協定面積：124,875平方メートル 

協定参加者数：24 

交付金額：2,622,375 円 

集落協定名：先達 

協定面積：199,982平方メートル 

協定参加者数：35 

交付金額：4,199,622 円 

集落協定名：田端 

協定面積：76,605平方メートル 

協定参加者数：18 

交付金額：1,608,705 円 

集落協定名：上蔦木 

協定面積：65,940平方メートル 

協定参加者数：25 

交付金額：1,384,740 円 

集落協定名：高森 

協定面積：215,593平方メートル 

協定参加者数：24 

交付金額：4,527,453 円 

集落協定名：葛窪 

協定面積：312,159平方メートル 

協定参加者数：71 

交付金額：6,470,592 円 

集落協定名：御射山神戸 

協定面積：97,706平方メートル 

協定参加者数：41 

交付金額：1,782,713 円 

集落協定名：小六 

協定面積：163,807平方メートル 

協定参加者数：25 

交付金額：3,439,947 円 

集落協定名：机 

協定面積：93,200平方メートル 

協定参加者数：25 

交付金額：1,581,188 円 



合計 

協定面積：5,662,003 平方メートル 

協定参加者数：756 

交付金額：107,510,176円 

 

「危険物安全週間」 6月 5日(日曜日）から 6月 11日（土曜日）  

【お問合せ先】富士見消防署、電話番号：61-0119  

 毎年 6月第 2週は「危険物安全週間」です。  

 この週間は、危険物の保安に対する意識を高く持ち、事故を防止するため行われます。  

危険物とは? 

一般的に危険物は消防法で定められているもので、以下の特徴があります。  

火災発生の危険性が大きい 

火災拡大の危険性が大きい 

消火の困難性が高い  

私たちの暮らしの中で身近なものは、ガソリン・灯油・油性塗料などがあります。  

 

先日、熊本県を震源とした地震災害があり、熊本県、大分県を中心に大きな被害となって

います。震災時には、家屋の倒壊、土砂崩落等のほか、危険物による火災も発生する場合

があります。また、ガソリン、軽油、灯油等を保管している家庭も多く、災害時に危険物

の流出、火災の発生につながる危険性があります。  

ガソリン等の取扱いについて、以下のことに注意しましょう。 

・ガソリンや軽油を灯油用ポリ容器に入れることは禁止されています。  

消防法令の基準に適合した金属製の携行缶を使用しましょう。  

・セルフスタンドでは、利用者自らが小分け容器にガソリンを入れることはできません。  

携行缶にガソリンがほしい場合は、スタンドの従業員にお願いしましょう。  

・適合した容器でも、ガソリン 40リットル以上または軽油 200リットル以上を保管する場

合は火災予防条例の規制があり、消防機関への届出も必要となります。また、一般の車両

にはガソリンを 22リットル以上は積載できない決まりとなっています。  

・保管場所は、風通しの良い陽の当たらない場所へ保管してください。  

危険物安全週間を機会に、身近な危険物の存在についてもう一度確認し、その正しい取扱

いや保管に努めましょう。  

「危険物 決めろ無事故の ストライク」／平成 28年度危険物安全週間統一標語  

肺がんＣＴ検診のお知らせ  

【お問合せ先】住民福祉課保健予防係（保健センター）、電話番号：62-9134  

町では次の日程で、肺がんＣＴ検診を実施します。まだ検診の申し込みをされていない方

で受診を希望される方はお申し込みください。後日お申し込みされた方に受診案内を送付



します。  

対象地区 

富士見地区・立沢・乙事・広原（境広原含む）  

対象者 

45歳から 80歳（昭和 11年 4月 2日から昭和 47年 4月 1日までに生まれた方）で次のいず

れかに該当する方  

(1)タバコを多く吸う方・吸っていた方 

(2)慢性的にせきの出る方   

(3)タバコの影響を受ける機会の多い方 

(4)ときどき血痰が出る方  

日程・会場（受診希望人数により日程を変更する場合があります。）  

富士見高原病院  

7月 19日（火曜日）～7月 22日（金曜日）、7月 25日（月曜日）～7月 29日（金曜日）  

富士見やまびこクリニック 

7 月 19 日（火曜日）～7 月 23 日（土曜日）、7 月 25 日（月曜日）～7 月 29 日（金曜日）、      

8月 1日（月曜日）～8月 5日（金曜日）  

いずれも検診時間は午後です。  

検診自己負担金  

2,000円  

申し込み 

6月 10日（金曜日）までに、保健予防係（電話番号：62-9134）までご連絡ください。   

注記：この検診は完全予約制のため、確実に受診できる方のみとします。  

 

高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ 

【お問合せ先】住民福祉課保健予防係（保健センター）、電話番号：62-9134  

肺炎球菌ワクチンとは 

肺炎は、日本人の死因の第 3 位であり、死亡者の 95%以上が 65 歳以上の方です。肺炎で一

番多い病原菌は肺炎球菌です。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎に

かかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。 

接種対象者および公費助成について  

対象者 

富士見町に住所を有し、「定期接種の方」もしくは「任意接種の方」  

注記：過去に肺炎球菌ワクチン（23 価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド）を接種されたこと

のある方は対象になりません。  

定期接種の方 

(1)平成 28年度中に 65歳・70歳・75歳・80 歳・85歳・90歳・95歳・100歳になる方（案



内通知をご覧ください。）  

(2)平成 28年 4月 1日以降の接種日において、60歳以上 65歳未満の方で、心臓、腎臓もし

くは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障がいを有する方（身

体障害者手帳 1級相当の方）  

公費助成額 

3,000円  

接種費用から公費助成額 3,000円を差し引いた差額を医療機関へお支払いください。  

（接種費用は接種医療機関へお問い合わせください。）  

注記：生活保護・市町村民税非課税世帯に属する方は、個人負担額の一部減免申請ができ

ますので、印鑑をお持ちの上、接種前に保健センターへおいでください。  

任意接種の方 

(1)接種日において 75歳以上で、定期接種年齢以外の方  

(2)平成 28年 4月 1日以降の接種日において、65歳以上 75歳未満の方で、心臓、腎臓もし

くは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能等に障がいを有する方

（身体障害者手帳 1級相当の方）、かつ医師が必要と認めた方（定期接種対象外の方）  

公費助成額 

3,000円  

医療機関に接種費用をお支払いいただいた後、保健センターで公費助成の申請手続きをし

てください。  

申請に必要な書類 

・医療機関発行の領収書  

・予防接種の接種が確認できる書類  

・振り込み口座がわかるもの  

・印鑑  

 

平成 28年度 特定健診のお知らせ 

40歳から 74歳までの 国民健康保険加入者の皆さんへ  

【お問合せ先】住民福祉課保健予防係（保健センター）、電話番号：62-9134  

町では 40歳から 74歳までの国民健康保険加入者の方を対象に特定健診を行っています。  

特定健診の一部自己負担金は無料です。特定健診はご自身の身体や生活習慣を見直す良い

機会です。まだお申し込みをされていない方は、保健予防係（電話番号：62-9134）までお

申し込みください。健康のために、年 1回は必ず健診を受けましょう。  

注記：国民健康保険以外の方は、ご加入の医療保険者へお問い合わせください。  

注記：2 月に実施した「平成 28 年度健診等申し込み」で、すでにお申し込みされている方

には、案内通知を送付します。（集団健診をお申し込みされている方には、5 月末に案内通

知を送付しました。）  



町で行っている特定健診は、集団健診と個別健診があります。  

(1)人間ドックを予定されている方は、個人で医療機関に申し込みをしてください。受診料

補助制度（日帰り 15,000 円・1 泊 30,000 円）がありますので、国保年金係で受診後に申

請をお願いします。申請には結果票と領収書の提出が必要です。（受付時にコピー後、原本

をお返しします）  

(2)補助の回数は同人一人に対して年 1回となります。  

集団検診 

集団健康スクリーニング（特定健診）  

日程：6月 13日（月曜日）から 6月 17日（金曜日）  

会場：保健センター  

個別検診 

個別健康診査  

日程：7月 1日（金曜日）から 9月 30日（金曜日）  

会場：町内の医療機関で受けられます  

健診内容と健診一部負担金について  

基本健診 

身体計測（身長・体重・腹囲）、診察、血圧測定、尿検査（尿糖・尿蛋白）、脂質検査（中

性脂肪・HDL コレステロール・LDL コレステロール）、血糖検査（HbA1c 等）、肝機能検査、

尿酸、腎機能検査（クレアチニン等）  

一部負担額  

無料  

基本健診と心電図  

一部負担額  

無料  

基本健診と眼底検査  

個別健康診査の眼底検査については、受診予定の医療機関にて実施の有無をご相談くださ

い。  

一部負担額  

無料  

基本健診と心電図と眼底検査  

個別健康診査の眼底検査については、受診予定の医療機関にて実施の有無をご相談くださ

い。  

一部負担額  

無料  

前立腺がん検査（PSA 検査） 

55～74歳までの男性で希望者  



一部負担額  

500円  

大腸がん検診（便潜血反応検査） 

希望者  

注記：大腸がん検診は、集団健康スクリーニングと一緒に受けられます。個別健康診査で

は受けられませんので、ご注意ください。  

一部負担額  

500円  

大腸がん検診・前立腺がん検診の一部自己負担金についても以下の方は免除されます  

(1) 昭和 22年 4月 1日以前に生まれた方（70歳以上の方・今年度 70歳になる方も含む)    

(2) 65 歳以上で障害の認定により後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方（免除申請が必

要です）  

(3) 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定による生活保護を受けている世帯に属す

る方 （免除申請が必要です）  

(4) 当該年度分町民税非課税世帯に属する方（免除申請が必要です）  

免除申請の方法について  

(1)に該当する方は、生年月日で判断させていただくため、申請の必要はありません。  

(2)から(4)に該当する方は、受診日前日までに免除申請の手続きをしてください。 

注記：受診当日の「免除申請」の受付・免除券の発行はできませんのでご了承ください。 

申請受付 

6月 10日（金曜日）より、保健センター（役場左隣り）窓口で受付を開始します  

受付時間 

平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分まで  持ち物：印鑑  

 

平成 28年度 長寿医療健診のお知らせ 

75歳以上の皆さんへ  

【お問合せ先】住民福祉課保健予防係（保健センター）、電話番号：62-9134  

対 象：後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方  

町で行っている健診は、集団健診と個別健診があります。  

(1)2月に実施した「平成 28年度健診等申し込み」で、すでにお申し込みされている方には、

受診の案内通知を送付します。（集団健診をお申し込みされている方には、5 月末に案内通

知を送付しました。）  

(2)人間ドックを予定されている方は、個人で医療機関に申し込みをしてください。受診補

助制度（日帰り 15,000 円・1 泊 30,000 円）がありますので、保健予防係で受診後に申請

してください。申請には結果票と領収書の提出が必要です。（受付時にコピー後、原本をお

返しします）  



74歳以下の方と受付場所が異なりますので、ご注意ください。  

(3)補助の回数は同人一人に対して年 1回となります。  

集団健診 

いきいき健診（長寿医療健診）  

日程：6月 20日（月曜日）～22日（水曜日）  

会場：保健センター  

個別健診 

個別健康診査（医療機関健診）  

日程：7月 1日（金曜日）～10月 31日（月曜日）  

会場：町内の医療機関で受けられます  

健診内容と健診一部負担金について  

注記：健診申し込みをまだされていない方で、健診を希望される方は、保健予防係（電話

番号：62-9134）まで、お申し込みください。（集団健診は 6月 14日まで、個別健診は 9月

30日までにお申し込みください。）  

基本健診 

身体計測（身長・体重）、診察、血圧測定、尿検査（尿糖・尿蛋白）、脂質検査（中性脂肪・

HDLコレステロール・LDLコレステロール）、血糖検査（ HbA1c等）、肝機能検査、尿酸、腎

機能検査（クレアチニン等）  

一部負担額 

無料 

基本健診と心電図  

一部負担額 

無料 

大腸がん検診（便潜血反応検査） ※希望者（集団健康スクリーニングのみ）  

一部負担額 

無料 

歯周疾患検診を実施しています  

【お問合せ先】住民福祉課保健予防係（保健センター）、電話番号：62-9134  

町では、歯周病の早期発見を目的とした「歯周疾患検診」を実施しています。歯周病は 30

歳以上の約 80%の方に見られる生活習慣病です。検診では異常を見つけるだけでなく、むし

歯や歯周病になるリスクについて専門家のサポートを受けることができます。この機会に

お口の中の健康状態をチェックして、ご自身にあったお口のケアを始めましょう！  

歯周病は気づかぬうちに進行しています！  

痛みや腫れが出てくるころには治療も困難になり、歯を失う原因の第 1位になっています。  

対象者 

平成 28年度：30歳・40歳・50歳・60歳・70歳になる方  



注記：対象者の方には 5月末に案内通知を送付しています。  

実施期間 

平成 28年 6月 1日（水曜日）から平成 28年 12月 28日（水曜日）  

検診場所 

町内歯科医院  

注記：電話予約が必要です。  

検診一部負担金 

200円   

注記：町民税非課税世帯・生活保護世帯の方は申請により無料になります。  

 

「食育推進チーム」だより 

朝食からはじめる、健康づくり  

保健予防係  

朝ごはんを応援します!  

朝ごはんを食べよう!と聞くと、子どもだけのことと思いがちですが、実は朝食欠食率は子

どもより大人のほうが高く、バランスよく食べられている方も少なそうです。家族全員で

取り組んでみませんか? 

バランスよく食べていますか?(55.2%) 

1 日に 2 回以上主食・主菜・副菜をバランスよく組み合わせて食事をしている町民（20 歳

以上）の割合  

（H25富士見町食育推進計画より）  

子どもの栄養バランスに気をつけていますか?(43.8%)  

子どもの栄養バランスに気をつけている保護者の割合（年中児保護者）  

（H25富士見町食育推進計画より）  

みんなで食べよう朝ごはん! 朝ごはんからはじめる健康づくり  

朝ごはんを食べることで体温が上がり、脳の活動が高まります。主食・主菜・副菜そろえ

て、家族そろって食べて、一日を活動的にいきいきと過ごすためのスイッチを入れましょ

う！  

今年度、富士見町食育推進チームでは「みんなで食べよう朝ごはん！朝ごはんからはじめ

る健康づくり」をテーマに、地域活動や広報をとおして朝ごはんをバランスよく食べるた

めの応援をしていきます。  

男の料理教室 参加者募集! 

富士見地域包括支援センター  

65歳以上の男性を対象とした料理教室を開催します。 

料理の基本・調理方法を身につけませんか？料理を通して友達ができ、ゆっくりお話する

時間もあります。（特に一人暮らしの男性・介護をしている方におすすめです。）料理初心



者の方大歓迎です 

7月 1日：金曜日  

「身近な野菜を食べよう！」  

《講義》調理のキホン～手洗いチェック体験～  

9月 5日：月曜日  

「簡単で栄養バランスのとれた料理」  

《講義》調味料の「さしすせそ」と基本の下ごしらえ 

時間 

9時 30分から 12時 30分（受付 9時 15分から 9時 30分）  

場所 

保健センター2F調理室（役場となり）  

対象者 

富士見町に住所のある 65歳以上の男性で要支援・介護認定を受けていない方  

持ち物 

エプロン・三角巾（バンダナなど）・マスク・筆記用具・老眼鏡（必要な方）  

費用 

無料  

定員 

20名  

申し込み方法 

6月 20日（月曜日）までに TELにてお申し込みください。（定員を超え次第、募集を締め切

ります。）  

【申し込み、問い合わせ先】地域包括支援センター、電話番号：62-8200 

 

富士見町高原野菜グルメサミット 2016 

【お問合せ先】産業課商工観光係、電話番号：62-9342  

「高原野菜のまち、イコール、富士見町」のイメージを定着させ、町内飲食店の利用促進

および長期滞在型観光を目的とした「富士見高原野菜グルメサミット 2016」を開催します。

町の特産品として取組みを強化している赤いルバーブをはじめ、高原野菜をキーワードに

各店舗オリジナルメニューを提供していますので、ぜひお店に訪れてみてはいかがでしょ

うか。  

開催期間 

平成 28年 6月 1日から 9月 30日  

参加店舗：21店舗  

そば処おっこと亭 

季楽庵 



レストラン洋風厨房のんき 

富士見パノラマリゾート 

キッチン野の花 

富士見高原リゾート（ゴルフ場内 レストラン「アゼリア」）  

カフェ&レストランぴあーの 

そばきり喜蕎八  

パン工房ハッピー西友富士見店 

プチペンション ジョナサン  

洋食飯屋 mamaya 

ペンション ラクーン  

オステリア・アジアート 

中華料理 一品香  

古民家カフェ おぐさんち 

テラスレストラン チェスナット  

泉屋 

彩春  

悠流カフェ 

大奥  

レストランかぶと  

開催期間中は、スタンプラリーを開催します。3つスタンプを集めて応募すると、抽選で参

加店舗共通食事券が当たります。応募は、グルメサミット冊子に付いている応募はがきを

郵送、または、参加店舗・町観光案内所・富士見町役場に備え付けの応募箱に投函してく

ださい。  
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【お問合せ先】住民福祉課住民係、電話番号：62-9112 または 長野県中信消費生活センタ

ー、電話番号：0263-40-3660  

現在マイナンバー制度に便乗した詐欺的な勧誘電話による被害が発生していま

す。  

手口の一例です  

国の機関の委託を受けたという人物 A から電話で「マイナンバー制度が始まるので調査し

ていたら、あなたの情報が 3 社に登録されていたが、そのうちの 1 社は災害時に家を提供

する活動を行っている団体で、災害になったらあなたの家に人が押し寄せることになる。

それが困るようならば、代わりの人を見つけなければならない」と言われた。その後、Aか

ら紹介された NPO法人の Bに電話をすると「登録番号を教えて」と言われ、Aから聞いてい

た登録番号を伝えた。翌日再び Aから連絡があり、「Bに登録番号を教えましたね。 



Bは詐欺をしたことになるので、あとで返すので 500万円を用意してください。」と言われ、

自宅に来た Aの部下に現金を渡した。その後も数回現金を要求され、渡している。  

 

このような手口は以前からあるものですが、その時のニュースなどを取り入れて話を作り

上げています。電話を受けた方が聞いたことのある話題ではあるが、よくは知らないよう

なポイントを突いて来ます。  

このような場合、一度お金を払ってしまうと、取り戻すことは極めて困難です。不安をあ

おるようなことを言われても信用せず、絶対に支払わないようにしましょう。不審な電話

は相手にせず、すぐ電話を切ってください。  

そうは言っても、いったん電話に出ると切りにくくなります。そこで富士見町では、特殊

詐欺被害防止機器（自動通話録音装置）の設置経費に対する補助事業を行っています。  

この機器については設置が簡単で、詐欺行為を考えている者が、自ら電話を切ることが多

くなり、被害防止効果が期待できます。わずかな自己負担で大きな効果が見込まれますの

で、ぜひ設置のご検討をお願いします。  

注記：熊本地震に便乗した不審な訪問や電話が多くなっています。  

平成 28年熊本地震に関連して、義援金等を求める不審な訪問や電話が相当数発生している

ようです。  

義援金等は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認し、納得した上で寄付するよ

うにしましょう。  

不審な電話はすぐ切り、来訪の申し出があっても断ってください。また、金銭を要求され

ても決して支払わないようにしてください。  

 

くらしの情報 

お知らせ  

第 58回水道週間  

今年も 6 月 1 日から 7 日まで 1 週間にわたり、「第 58 回水道週間」が実施されます。この

水道週間は、皆様に水道について理解と関心をもっていただくため、毎年実施されていま

す。  

最近では水道の水質に多くの関心が寄せられています。過去 3 年の水質検査結果を町ホー

ムページに掲載することにより、富士見町の水道水の安全性を住民の皆様に周知し、より

一層の安全性向上を図っていきます。また、今後も町内 15箇所の水源から、皆様のご家庭

などに安全でおいしい水を供給できるよう努めていきます。  

【お問合せ先】上下水道課 施設係、電話番号：62‐9341  

土砂災害防止月間  

6月は「土砂災害防止月間」です。大雨や地震のときは、土砂災害に注意しましょう。今年

の梅雨入りも間近です。これを機会にみなさんのご自宅周辺の裏山や沢などの点検や、緊



急時の避難場所や連絡先など、ご家族で確認しておきましょう。また、「役場」では、土砂

災害に関するパネルの展示を行っています。ぜひお立ち寄り下さい。  

【お問合せ先】富士川砂防事務所調査課、電話番号：055‐252‐7156  

守ろう！ 電波のルール  

6 月 1 日から 10 日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間です。私たちみんなの財産であ

る電波の良好な利用環境を守るため、不法無線局をなくし、電波を正しく使いましょう。  

電波に関することは、信越総合通信局までお気軽にご相談ください。  

【お問合せ先】信越総合通信局 「無線設備への混信・妨害・違法な無線設備の情報に関す

ること」監視調査課、電話番号：026‐234‐9976  

【お問合せ先】「テレビ・ラジオなど放送の受 信障害に関すること」受信障害対策官、電

話番号：026‐234‐9991  

好評「刃物研ぎ」実施します  

茅野広域シルバー人材センター富士見事業所では、切れなくなった包丁類、ハサミ類、鎌

類、ナタなどを有料でお研ぎします。  

希望される方は直接富士見町シルバー人材センター事務所前へお集まりください。なお、

特殊なものは事前にお問い合わせください。  

日時 

6月 26日（日曜日）  

受付：9時から 12時  

引渡し：午後 3時頃  

場所 

茅野広域シルバー人材センター富士見事業所  

料金 

300円から（研ぐものにより金額は異なります）  

【お問合せ先】茅野広域シルバー人材センター富士見事業所、電話番号：62‐7766  

ウッドチップ無料配布  

諏訪南清掃センターではごみ焼却量削減を目的に、センターへ持ち込まれる枝木をウッド

チップにして、6月 27日以降、必要な方に無料で常時配布します。  

是非、ご利用ください。なお、持ち込まれる枝木の量によりウッドチップの量も変わりま

すので、ご希望の量が確保できない場合もあります。  

1回の引取り量は軽トラック平積みで 1台分程度を目安とし、車への積み込みはご自身でお

願いします。  

ウッドチップが必要な方は事前に諏訪南清掃センターへご連絡のうえ、引取りをお願いし

ます。  

【お問合せ先】諏訪南清掃センター、住所：茅野市米沢 2000‐3、電話番号：71‐1633  



教室・イベント 

「第 34回みんなのがん教室」  

諏訪赤十字病院は地域がん診療連携拠点病院として、がんに関する一般的な情報を地域の

皆様にわかりやすく提供するために、みんなのがん教室を定期的に開催しています。34 回

目となる今回は「前立腺がん」について専門医師がわかりやすくお話します。  

日時 

6月 24日（金曜日）午後 3時から午後 4時 30分  

場所 

諏訪赤十字病院、2階、研修センター  

テーマ 

前立腺がん 

講師 

諏訪赤十字病院、泌尿器科、栗崎 功己 先生  

参加費 

無料（申込み不要）  

【お問合せ先】諏訪赤十字病院がん相談支援センター、電話番号：57‐7502  

平成 28年度長野県福祉 大学校オープンキャンパス  

長野県福祉大学校の魅力を知っていただくため、オープンキャンパスを実施します。  

日程 

第 1回：6月 25日（土曜日）  

第 2回：8月 2日（火曜日）  

内容 

模擬授業や受験相談の他、第 1 回は学生による保育実技、第 2 回は入試対策コーナーを予

定しています。  

【お問合せ先】長野県福祉大学校 教務室、電話番号：57‐4821  

八ヶ岳定住自立圏 文化芸術鑑賞・体験機会提供事業：親子のためのクラシック コンサー

ト「音楽の絵本」  

富士見町、原村、山梨県北杜市の 3市町村で取り組む「八ヶ岳定住自立圏 共生ビジョン」。

その中の文化芸術鑑賞事業として、親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本」を

開催します。  

金管五重奏のズーラシアンブラスに弦楽四重奏の弦うさぎ、そしてフルート＆ハープのこ

とふえパピヨン。  

本格的なクラシックから映画音楽に童謡まで、動物たちが奏でる多彩な音楽の世界をお楽

しみください。  

日時 

6月 18日（土曜日）  



開演：午後 2時（開場：午後 1時 30分） 

会場 

長坂コミュニティ・ステーション（住所：山梨県北杜市長坂町長坂上条 2575-19）  

座席 

全席自由  

入場料 

500円 小学生以下無料（要整理券）  

チケット取扱所  

コミュニティ・プラザ内（生涯学習公民館係）  

【お問合せ先】生涯学習課公民館係、電話番号：62‐7900  

募集  

平成 28年度税務職員採用試験  

税務署や国税局で「税のスペシャリスト」として勤務する税務職員（国家公務員）を募集

します。  

受験資格 

(1)平成 28 年 4 月 1 日において高校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して 3

年を経過していない者及び平成 29年 3月までに高校または中等教育学校卒業見込みの者  

(2)人事院が(1)に掲げる者に準ずると認める者  

試験の程度  

高等学校卒業程度  

申込方法等  

原則、インターネット申込み  

次のアドレスへアクセスし、説明に従い入力する。  

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html  

受付期間 ：6月 20日（月曜日）午前 9時から 6月 29日（水曜日）まで受信有効.  

インターネット申込みができない場合 

郵送又は持参  

提出先：希望する第 1次試験地を管轄する人事院各地方事務局  

受付期間 ：6 月 20 日（月曜日）から 6 月 22 日（水曜日）：6 月 22 日（水曜日）までの通

信日付印有効.  

試験日  

第 1次試験日：9月 4日（日曜日）  

第 2 次試験日 ：10 月 12 日（水曜日）から 10 月 21 日（金曜日）のいずれか第 1 次試験合

格通知書で指定する日時  

【お問合せ先】インターネット申込みに関する問合せ、人事院人材局試験課、電話番号：

03‐3581‐5311  



上記以外の問合せ 

【お問合せ先】関東信越国税局人事第二課試験係、電話番号：048‐600‐3111  

「多摩市・富士見町友好都市 30周年記念事業」八ヶ岳子どもサッカー 体験事業参加者  

友好都市東京都多摩市、東京都稲城市の子ども達も加わり、サッカー交流を行います。多

摩市、稲城市の配慮により、東京ヴェルディコーチの指導が受けられます。2泊 3日の合宿

交流です。  

今回も秋に、味の素スタジアムで開催される多摩市サンクスマッチへの参加もあります。  

日程 

8月 8日（月曜日）から 8月 10日（水曜日）までの 3日間  

11 月 3 日（木曜日）調布市味の素スタジアム（試合観戦・東京ヴェルディ対レノファ山口

ＦＣ）  

会場 

宿泊 

多摩市立八ヶ岳少年自然の家 

練習 

町民広場総合運動場（雨天・海洋センター体育館）  

参加資格 

小学校に通学する 3年生以上（男女不問）  

費用 

5，900円（宿泊代・食費・保険料・雑費等）後日開催の参加者説明会の際、納付ください。

（注記：不参加となった時、返金できない場合があります）  

定員 

先着順 30名 注記：定員になり次第締切  

申込み 

6月 17日（金曜日）までに社会体育係までお申し込みください。  

【お申し込み先・お問い合わせ先】生涯学習課社会体育係（町民センター内）、電話番号：

62‐2400  

八ヶ岳子どもサッカー 体験事業参加者説明会  

期日 

7月 6日（水曜日）午後 7時  

会場 

町民センター会議室  

【お申し込み先・お問い合わせ先】生涯学習課社会体育係（町民センター内）、電話番号：

62‐2400  



第 45回富士見町陸上競技 選手権大会参加者  

期日 

6月 25日（土曜日）  

会場 

茅野市運動公園陸上競技場  

参加資格 

町内に在住・在勤・通学している方  

申込み 

6月 3日（金曜日）までに、小中学生は各学校へ、高校生以上・一般の方は社会体育係まで

お申し込みください。  

【お申し込み先・お問い合わせ先】生涯学習課社会体育係（町民センター内）、電話番号：

62‐2400  

第 15回町民ゲートボール 大会 参加者  

期日 

7月 3日（日曜日）  

会場 

ふれあいセンターふじみ｢すぱーく富士見｣  

参加資格 

町内に在住する方で編成されたチーム  

申込み 

6月 17日（金曜日）までに社会体育係までお申し込みください。  

【お申し込み先・お問い合わせ先】生涯学習課社会体育係（町民センター内）、電話番号：

62‐2400  

ピラティス教室 参加者  

日常の生活習慣や仕事で長時間同じ姿勢を続けると、体の深層部の筋肉が退化し、別の筋

肉の凝りをもたらすとされています。人体本来の姿勢維持に必要な筋肉の機能回復を学び

ます。  

日程 

7月 1日・8日・15日・22日・29日の全 5 回毎週  

金曜日午後 7時から午後 9時 30分  

会場 

町民センター  

指導者 

PFAピラティスコーチ 小林あかね先生  

受講資格 

町内に在住または通勤している方  



受講料  

500円（保険料ほか）  

定員 

先着 30名  

申込締切 

6月 24日（金曜日）  

服装 

運動のできる服装  

持ち物 

敷マット、またはバスタオル  

【お申し込み先・お問い合わせ先】生涯学習課社会体育係（町民センター内）、電話番号：

62‐2400  

富士見高原 詩のフォーラム作品  

8 月 29 日（月曜日）に開催する「富士見高原詩のフォーラム」の作品を募集します。皆様

のご投稿をお待ちしています。  

応募締切  

7月 8日（金曜日）必着  

応募作品 

テーマは自由…一人一作品（自身が創作したオリジナルの作品に限ります）  

作品規格 

400 字詰め原稿用紙 1 枚.2 枚程度に記入し、氏名・住所・電話番号を明記のうえ、コミュ

ニティ・プラザ内 図書館博物館係へご提出ください。  

表彰 

入選者（小学生の部・中学生の部・一般の部）は 8月 29日（土曜日）の詩のフォーラム会

場で表彰し、作品を高原のミュージアム等へ展示します。 注記：作品の返却は行いません

ので、ご了承ください。  

【応募先・お問い合わせ先】生涯学習課 図書館博物館係、電話番号：62‐7930  

初心者のための短歌を 楽しもう講座 参加者  

短歌を楽しみましょう。初心者のための短歌講座の受講生を募集します。  

会場  

コミュニティ・プラザ研修室  

日程  

7月 17日・8月 21日・9月 18日・10月 16日・11月 13日 

日曜開催 全 5回  

時間 

午後 1時 30分から  



講師 

小松睦示 先生  

参加費 

無料  

募集対象 

年齢制限なし（町内在住または在勤の方）  

【お申し込み先・お問い合わせ先】生涯学習課図書館博物館係、電話番号：62‐7930 

 

 

住民だより（5月） 

4月 15日～5月 14日の届出〈敬称略〉  

出生・転入・転居は 14日以内に死亡は 7日以内に届出を  

結婚おめでとう  

平出 卓也（先達）  

伊藤 沙姫（岡谷市）  

 

手島 翔太（岡谷市）  

矢島 亜紗子（富士見） 

出生おめでとう  

小林 美織、（こばやし みおり）、（父：剛／母：尚美／区名：御射山神戸） 

横山 明花梨、（よこやま あかり）、（父：大吾／母：有希子／区名：富士見） 

宮崎 優真、（みやざき ゆうま）、（父：章吾／母：友美／区名：富士見） 

平井 智悠、（ひらい ともはる）、（父：善貴／母：真季／区名：富士見） 

若林 奈月、（わかばやし なつき）、（父：隼吾／母：奈緒美／区名：富里） 

おくやみ申し上げます  

中村 久一、（95歳／世帯主：久一／区名：高森） 

雨宮 さち子（注記：「さ」は旧仮名）、（83歳／世帯主：勝義／区名：瀬沢新田） 

初村 武茂、（94歳／世帯主：基則／区名：立沢） 

中山 まさ江（注記：「さ」は旧仮名）、（85歳／世帯主：尭一／区名：机） 

小林 正子、（79歳／世帯主：日出夫／区名：高森） 

折井 精質、（73歳／世帯主：精質／区名：富士見） 

小林 いとゑ、（91歳／世帯主：いとゑ／区名：富士見） 

小林 牧治、（84歳／世帯主：学／区名：先達） 

北原 六七、（85歳／世帯主：和千代／区名：乙事） 

五味 つや、（90歳／世帯主：廣幸／区名：乙事） 

小池 義光、（73歳／世帯主：義光／区名：御射山神戸） 



樋口 利一、（83歳／世帯主：利一／区名：木之間） 

小林 たつゑ、（99歳／世帯主：タケ子／区名：木之間） 

注記：住民だよりは届出者の希望により掲載させていただきます。 

 

こんにちは地域包括支援センターです  

電話番号：62-8200  

高齢期の食事、注意したい低栄養 

健康のためには粗食が良いと思っていませんか？  

特に高齢期にはあっさりしたものを好んで、肉類やあぶらものをとることが少なくなりま

す。しかし、肉やあぶら料理に含まれるたんぱく質や脂肪は体をつくり、活動するための

エネルギーとして欠かせないものです。健康のためには、さまざまな栄養をバランスよく

とることが大切です。  

低栄養のめやす  

(1)BMIが 18.5未満  

BMI、イコール、体重（キログラム）、わる、身長（メートル）、わる、身長（メートル）  

例：Ａさん（身長 148 センチメートル／体重 40キログラム）の場合  

40（キログラム）、わる、1.48（メートル）、わる、1.48（メートル）、イコール、18.3（BMI）  

(2) 1から 6ヶ月間に 2から 3kgの体重減少がある  

 

(1)(2)にあてはまる方は、低栄養が疑われます。  

健康管理のため、月に 1度は体重を測りましょう。  

高齢期の健康のための食事  

1日 10種類の食品をとる。  

たんぱく質（肉・魚・大豆製品・乳製品等）を十分にとる。  

1日 3食規則正しく食べる。  

カルシウム不足に気をつける。（牛乳・チーズ・小魚・大豆製品）  

さまざまな野菜を毎日食べる。  

水分不足にも気をつけましょう。  

高齢になると喉の渇きに気づきにくくなります。熱中症や血液の流れが悪くなることを防

ぐため、3回の食事と食間にコップ 1杯の水分をとりましょう。また寝る前にも 1杯飲むこ

とが理想です。  

 

6月の納税等 

町県民税/国民健康保険料/保育料／住宅使用料/有線放送使用料  

納期限・振替日は 6月 30日（木曜日）です  

注記：毎週火曜日は午後 7時まで夜間納税窓口を開設しています。ご利用ください。  



【お問合せ先】財務課収納係、電話番号：62-9123 

 

親と子の健康ガイド 6月（6月 11日～7月 10 日） 

【お問合せ先】住民福祉課保健予防係、電話番号：62-9134 

健康診査・予防接種  

3歳児健診  

対象児:平成 25年 5月から 6月生まれ 

期日：6月 30日（木曜日） 

開始時間：午後 1時 00 

会場:保健センター 

BCG  

対象児:生後 5ヶ月から 1歳未満のお子さん 

期日：7月 8日（金曜日） 

開始時間：午後 1時 20分 

会場:保健センター 

4種混合  

対象児:生後 3ヶ月から 7歳 6ヶ月未満のお子さん 

期日：6月 23日（木曜日） 

開始時間： 

会場:保健センター 

日本脳炎  

対象児:平成 24年 4月から平成 24年 9月生まれ（2回目） 

期日：6月 28日（火曜日） 

開始時間：午後 1時 15分から 1時 50分（受付） 

会場:保健センター 

 

対象児:平成 24年 10月から平成 25年 3月生まれ（2回目） 

期日：7月 5日（火曜日） 

開始時間：午後 1時 15分から 1時 50分（受付） 

会場:保健センター 

相談・教室  

幼児食教室 

期日：7月 6日（水曜日） 

開始時間：午前 9:30 

会場：保健センター  



諏訪地区小児夜間急病センター〈年中無休〉  

診療時間：午後 7時から午後 9時 

診療科目：小児科 15歳以下  

住所：諏訪市四賀 2299-1（平安堂諏訪店駐車場・かっぱ寿司の奥） 

電話番号：54-4699 

 

くらしのガイド 6月（6月 1日から 7月 10 日） 

休日当番医・薬局【6月分】  

6月 5日（日曜日）  

当番医：高原病院、電話番号：62-3030  

当番薬局：フジモリ薬局はら店、電話番号：79-5751  

6月 12日（日曜日）  

当番医：高原病院、電話番号：62-3030  

当番薬局：りんどう薬局、電話番号：73-9285  

6月 19日（日曜日）  

当番医：高原病院、電話番号：62-3030  

当番薬局：ヤジマ薬局、電話番号：72-2342  

6月 26日（日曜日）  

当番医：高原病院、電話番号：62-3030  

当番薬局：こぶし薬局、電話番号：71-6202  

全町対象／燃えるごみの収集 

日時：毎週月曜日、午前 9時から午前 11時（祝日も実施） 

場所：役場裏駐車場（第 2体育館駐車場） 

全町対象／資源別分別収集 

日時：6月 12日（日曜日）、午前 9時から午前 11時 

場所：役場駐車場 

粗大ごみの収集  

6月 20日（月曜日）：立沢、瀬沢新田、桜ヶ丘  

6月 27日（月曜日）：乙事、小六、高森、烏帽子、富士見高原ペンション  

7月 4日（月曜日）：信濃境、池袋、田端、先達、葛窪  

資源物の収集 

全品目 

6月 2日（木曜日）、7月 7日（木曜日）：本郷、落合、境地区 

6月 16日（木曜日）：富士見地区 

容器包装・その他プラのみ 

6月 2日（木曜日）、7月 7日（木曜日）：富士見地区 



6月 16日（木曜日）：本郷、落合、境地区 

水道指定給水装置工事事業者、土曜日・日曜日・祝日当番店 

6月 4日（土曜日）  

当番店：富士見設備  

電話番号：62-2421  

6月 5日（日曜日）  

当番店：太陽住設  

電話番号：62-2093  

6月 11日（土曜日）  

当番店：山本管工事  

電話番号：64-2649  

6月 12日（日曜日）  

当番店：戸井口建設  

電話番号：65-3213  

6月 18日（土曜日）  

当番店：三善工業  

電話番号：66-2078  

6月 19日（日曜日）  

当番店：窪田設備  

電話番号：62-7004  

6月 25日（土曜日）  

当番店：窪田鉄工設備  

電話番号：62-3253  

6月 26日（日曜日）  

当番店：エンドウ  

電話番号：62-5656  

役場窓口業務 延長日  

6 月 7 日（火曜日）、6 月 14 日（火曜日）、6 月 21 日（火曜日）、6 月 28 日（火曜

日） 7月 5日（火曜日） 

午後 5時 15 分から午後 7時  

相談・説明会  

注記：7月の内容は次号と重複する場合があります 

結婚相談  

日時：6月 14日（火曜日）、6月 28日（火曜日）午後 1時～午後 5時 15分  

会場：結婚相談所（役場 4階） 

【お問合せ先】電話番号：62-7853  



法律相談  

日時：6月 10日（金曜日）午後 1 時～午後 5時  

会場：コミュニティ・プラザ 2階【要予約】 

【お問合せ先】住民福祉課住民係、電話番号：62-9112  

担当弁護士：竹内俊文  

※法律相談で相談者が利害相反となる場合は、受付することができません。（弁護

士法第 25条）  

心配ごと相談  

日時：6月 17日（金曜日）午前 10時～午後 3時  

会場：町民センター 2階  

【お問合せ先】社会福祉協議会、電話番号：78-8988  

子育て相談  

日時：6月 17日（金曜日）午前 9 時～午前 11時 30分  

会場：保健センター 1階  

【お問合せ先】子ども課子ども支援係、電話番号：62-9233  

出張年金相談 

日時：6月 1日（水曜日）、7月 6日（水曜日）午前 10時～午後 3時  

役場 3階会議室  

【お問合せ先】岡谷年金事務所、電話番号：23-3661  

シルバー人材センター入会説明会  

日時：6月 8日（水曜日）午後 2時から  

会場：茅野広域シルバー人材センター  

【お問合せ先】電話番号：73-0224  

税務無料相談  

日時：6月 8日（水曜日）午前 10時～正午  

会場：下諏訪商工会議所会館 2階【要予約】 

【お問合せ先】税理士会事務局、電話番号：28-6666  

女性のための悩み相談  

日時：一般相談電話受付：（毎週火曜日～土曜日）午前 8時 30分から午後 5時  

会場：県男女共同参画センター（岡谷市） 

【お問合せ先】電話番号：22-8822  

 

スポーツスケジュール  

注記：7月の内容は次号と重複する場合があります 

【お問合せ先】生涯学習課社会体育係、電話番号：62-2400、FAX：62-6483  



地域スポーツクラブ事業：町民センターストレッチ教室  

日時：6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月 23日、6月 30日（木曜日）午前 10時

から  

会場：町民センター 大会議室 

スポーツ吹矢教室(2)から(4) （全 4回） 

日時：6月 3日、6月 10日、6月 17日（金曜日）午前 10時から  

会場：町民センター 大会議室 

地域スポーツクラブ事業：小学生のための苦手・つまづき克服教室「とび箱・鉄棒・マッ

ト運動等教室」 

日時：6月 4日（土曜日）午前 10時から  

会場：町民センター  

地域スポーツクラブ事業：「清水荘ストレッチ教室」 

日時：6月 7日、21日、28日（火曜日）午前 10時から  

会場：清水荘  

体育施設利用者会議  

日時：6月 10日（金曜日）午後 7 時から 

会場：町民センター  

地域スポーツクラブ事業：すくすくスポーツデー  

日時：6月 10日（金曜日）午後 7 時から 

会場：町民センター  

フリースポーツデー  

日時：6月 24日（金曜日）午後 7時 30分から  

会場：町民センター  

第 45回富士見町民陸上選手権大会  

日時：6月 25日（土曜日）午前 8 時から  

会場：茅野市陸上競技場  

第 15回富士見町民ゲートボール大会  

日時：7月 3日（日曜日）午前 8時から  

会場：すぱーく富士見（ふれあいセンター富士見） 

ピラティス教室(1)(2) （全 5回） 

日時：7月 1日、7月 8日（金曜日）午後 7時から  

会場：町民センター 

体育施設利用者会議  

日時：7月 10日（日曜日）午後 7 時から 

会場：町民センター  

 



主な行事  

注記：7月の内容は次号と重複する場合があります 

富士見町水防訓練  

日時：6月 5日（日曜日）午前 9時から  

会場：役場裏駐車場  

町消防ポンプ操作大会  

日時：6月 19日（日曜日）午前 8 時 競技開始  

会場：富士見中学校 校庭 

 

ステイ・スマイル 

町内にはさまざまなコミュニティがあり、独自の活動をしています。そんな皆さんの活動

やイベントをご紹介するコーナーがステイ・スマイル（笑顔のままで）です。  

こんにちは。「地域おこし協力隊」です! 

富士見町のみなさん、こんにちは。地域おこし協力隊の松井です。  

シェアオフィス・コワーキングスペース「富士見 森のオフィス」で働いています。前回

は、「コワーキングスペース」について紹介がありましたので、今回は「シェアオフィス」

についてお話をしたいと思います。 

「シェアオフィス」というのは、一社のみによってオフィススペースを占有するのではな

く、複数の会社が共有する（シェアする）オフィススペースのことを言います。  

「シェアオフィス」の形態は 1990 年代後半の IT ブームの頃にアメリカで始まりました。

オフィスやオフィス機器を共有することによってコストを抑えられるため、起業したての

会社や個人事業主にとって多くのメリットがあり、ベンチャーブームと共に徐々に日本に

も広まっていきました。  

ですが、「シェアオフィス」のメリットはコストだけではなく、企業間の交流や出会いが生

まれることにもあります。出会いが新しいビジネスにつながったり、「シェアオフィス」が

情報や技術を交換する場になるなど、ビジネスの発展においても様々な成果を生み出して

います。  

「富士見 森のオフィス」のシェアオフィスには 8 社の企業が入居しています。異なる業

種の方々が、日々のオフィス生活を共にすることで、良い刺激や支え合う関係が生まれて

いる様に感じています。私はそんな日々の人と人とのつながりから生まれる「可能性」に

とてもわくわくしています。是非みなさんも見学や遊びにいらしてください。  

本と遊び、本に学ぶ 

富士見町子ども読書活動推進委員会 事務局、電話番号：62-7930  

富士見町子ども読書活動推進計画（第 2次）  

今月は「家庭の日読書カード」をご紹介します。  

平成 27年度から配布しているリーフレットの中央には、家庭読書の日≪読書で家族のふれ



あいを≫を、デザインしています。本と遊び、本に学ぶ子どもを育てるには、ご家庭を中

心にという思いが込められています。  

Ｑ.家庭の日とは？  

Ａ.富士見町では、毎月第 3日曜日を家庭読書の日として、子どもたちへ読書活動の推進す

るために、各年齢に応じた活動を行っています。  

「家庭読書の日カード」  

町内の小・中学校へ配布しました。毎月第 3 日曜日には、ぜひご家庭で読書をする機会を

持ってほしいと思います。  

カードは、小学校のデザインは共通、「おうちのひとと一緒に」という形で自分で読んだ本

のタイトルと感想を記入し、おうちの方からいただくサインのスペースが設けられていま

す。  

中学校のデザインは生徒の自主性を尊重した内容となっています。それぞれで記入し、お

ススメ度などを星の数で記録することができます。  

保育園等へも今後配布予定です。お手元へ届きましたら、ぜひご活用ください。  

次回は英語のおはなし会の活動内容をご報告します。 

農業の未来へ向かって、新たな力 

町新規就農支援事業  

迎 弘樹さん（立沢）  

2013 年に農業をしに東京から夫婦で移住をしました。2 年間の里親研修後、独立して立沢

で菊を栽培し 2年目です。  

1 年目では設備など研修とは違う環境やプレッシャーで思うように進まない状況でしたが、

地域の方々の助けやアドバイスのおかげで利益を出すことが出来ました。今年は作付面積

を増やし、昨年よりも規模拡大をしていく予定です。そして今年から(1)高冷地であるから

こそ鮮やかな発色の良い菊が生産できる強みをいかし洋菊への挑戦。(2)自然現象に左右さ

れない計画的出荷を目的に電照栽培の実施。(3)子育中のママさん、定年退職された方々の

雇用。この 3つを新しく実行中です。  

富士見町では高冷地を生かし先輩方の高い技術の元、市場からも高評価を頂く菊を生産し

ています。私達のような移住者も仲間に入れてくれ、感謝の言葉が見つからないほど日々

人の温かさを感じています。今年は御柱ということもあり業種を越えた新しい仲間も増え、

立沢での生活も安定してきました。  

今後は先輩方の技術に少しでも追いつき、新しい挑戦をしていきながら農業の楽しさを発

信していけたらと思っています。これからもよろしくお願いします。  

子育てはたくさんの笑顔とたくさんの手で、子どもの場所から  

NPO法人ふじみ子育てネットワーク、電話番号：62-5505  

命を守るために 

まずは、4月 14日に発生した熊本地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申しあげます。



子育てひろば AiAi では、被災された方々へのお見舞いのために、5 月下旬まで義援金募集

を行いました。集まった義援金は、全国の子育てひろばを支援する中間支援団体を通じて

現地に届けられ、被災された子育て家庭支援に使われます。小さな子どもを抱えての避難

生活を余儀なくされている家庭の役に立てら れることを願っています。  

さて、このような大規模災害が発生するたびに、家庭ごとの「備え」の必要性が多くのメ

ディアで取り上げられます。特に地震の場合、揺れた瞬間、保護者は自分と子どもの命を

守らないといけませんが、状況によって備えがないとかなり難しい場合があります。少な

くとも自宅が安全な場所になるよう家具などの転倒防止、収納家具を高いものから低いも

のへ変える、ガラス窓が割れないよう飛散防止フィルムを貼る、または常にカーテンをひ

いておくなど、自分で自分の命を守る術をまだ身につけていない年齢の子どもの命を守る

ために、普段からの対策は必須です。AiAi では、毎年 9 月の防災の日に、乳幼児子育て家

庭向けの防災イベント「いっしょに防災」を開催しています。日々の子育て生活に防災の

意識を組み込むのは、精神的にも経済的にも大変です。わかっているけれどなかなか行動

に移せないというのが現実でしょう。そこで、少しずつできる範囲で防災対策を始められ

るよう、身近な防災グッズの紹介、避難生活シミュレーションなど、毎年内容を工夫して

発信しています。また、 乳幼児子育て中のお母さんのための非常時お役立ちグッズをコン

パクトにまとめたエマージェンシーポーチも提供しています。詳しくは子育てひろば AiAi

のスタッフまでお問い合わせください。 

 

ふるさとのみなさんへ、東都高原富士見会だより 

小林十三雄 東京都在住（とちの木出身）  

富士見町総合文化祭に出展する「東都高原富士見会」の人々の作品は、あきる野市の私の

家に集められ、私愛用の軽貨物車で桧原街道を走り小菅村に松姫峠を越え猿橋、岩殿山、

の大月に向かった。途中小金沢山、黒岳を源流とする葛野川、土室川の合流した深城ダム

の公園に出た。石碑が五つ並んでいた。何気なく読んでいると、その一つ黒みかげの碑の

終わりに渡辺千秋の名が刻まれていた。  

私の母の遠い親戚で、富士見渡辺別荘（分水荘）の所有者であった渡辺大臣のかかわった

御沙汰書であった。（皇室財産である御料林が荒廃し、これが原因とされる水害が起きた。

明治 44年、宮内大臣子爵であった渡辺千秋氏より内閣総理大臣侯爵、桂太郎氏に宛て、御

料林およそ 298,200 町歩を山梨県へ下賜し、国土保全に役立てるようにと明治天皇からの

指示を伝えたもの。）  

文化祭参加の作品の縁で歴史ある自然と、そこにかかわった故郷と繋がる偉人の名と出会

うことができた。  

 

姉妹町、西伊豆だより 



モリアオガエルの産卵：泡雪のような卵塊  

西伊豆町の大沢里地区で、4 月下旬から 6 月上旬にかけてモリアオガエルが産卵をします。

一般的にカエルは水中に卵を産みますが、モリアオガエルは池や沼などにせり出した木の

枝や葉に、泡で包まれた卵塊を産みつけるのが特徴です。産まれたての卵塊は、真っ白で

泡雪の様にも見えます。卵は 2 週間ほどでふ化し、オタマジャクシが下の水面に落下しま

す。  

岩手県や福島県では、モリアオガエルの繁殖地として国の天然記念物に指定されている場

所もあります。また近年では、繁殖数が減少し、絶滅が危惧されるとして静岡県版レッド

リストにも登録されています。西伊豆町内でも、自然豊かな大沢里地区のみで観察するこ

とができ、宿泊施設の町営やまびこ荘や遊歩道沿いの池で季節の変わり目を知らせるよう

に、いくつもの卵塊が産み付けられています。  

この貴重なモリアオガエルの産卵の姿をいつまでも、見続けたいですね。 

 

富士見町民憲章 

わたくしたちは、秀麗富士を望み、雄大な八ヶ岳と眺望豊かな入笠山にいだかれた高原の

町、富士見町民です。この限りなく美しく、厳しい自然の中に住むわたくしたちは先人の

心を受けつぎ、自然を愛し、豊かな調和のとれた田園の町の発展をめざして、この町民憲

章をかかげます。  

ひとつ：かけがえのない自然を守り、育てていく町民となろう。 一 心身を鍛え、明るく

健康な町民となろう。  

ひとつ：教養を高め、香り高い文化を創造する町民となろう。 一 仕事に誇りを持ち、産

業の発展につくす町民となろう。  

ひとつ：思いやりの輪をひろげ、住みよい郷土をつくる町民となろう。 

 

ニュースフジミ、まちの「話題」や「イベント」をご紹介します  

NZ中学生派遣帰国報告会 4月 22日（金曜日）  

友好都市のニュージーランド・タスマン郡リッチモンドに派遣した中学生 15名の帰国報告

会が行われました。生徒からは「だんだん伝わるようになって英語に興味を持った」「日本

と違う生活に戸惑ったけどホストファミリーのやさしさで乗り切れた」「もっと勉 強して

大人になったら外国で生活してみたい」など、報告がありました。  

富士見高校苗祭り 4月 28日（木曜日）  

富士見高校園芸科の生徒が育てた野菜や花の苗を販売する苗祭りが行われました。質の良

さと安さが好評で毎年心待ちにしている方も多く、あいにくの雨の中、朝から行列ができ

ました。販売は園芸科の 3 年生 38 名が行い、傘もささずに走り回り接客をする姿 に先生

は、「3年生でなければここまで立派に出来ないですよ」と話して下さいました。  



ふじみグリーンフェア・春のフリーマーケット 4月 29日（祝日・金曜日） 

毎年恒例のふじみグリーンフェアも今年で 17回目を迎えました。今年も晴天に恵まれ、お

よそ 800 人が訪れ春のイベントを楽しみました。また、コミュニティ・プラザでは春のフ

リーマーケットが 行わ れ 、多くの出店者や買い物客が 集まり、賑やかなゴールデンウ

ィーク初日となりました。  

死亡事故多発、非常事態宣言発令 5月 11日（水曜日）  

茅野警察署管内で今年 2 月から 5 件の死亡事故が発生していることを受け、町では非常事

態宣言を発令しました。茅野警察署、交通安全協会などの関係機関が集まり緊急対策式を

行ったあと、役場前で街頭啓発を行い、安全運転を呼びかけました 。高齢者の運転ミスに

よる事故も増えています。家族ぐるみで安全対策に取り組みましょう。  

町とカゴメ株式会社の農業連携事業を発表 5月 12日（木曜日）  

遊休農地の増加や農業者不足など、農業の問題を解消するため、町とカゴメは連携して新

たな事業をスタートさせます。  

この事業はカゴメ富士見工場に隣接する約 10haの大規模な農地で、ジュースなどに使用す

る野菜や生食トマトなどを栽培するほか、収穫体験農園を開設する計画です。この菜園で

は、富士見工場で発生する二酸化炭素をトマトの栽培に活用する技術を導入し、経費削減

や環境保全につなげます。  

菜園は基盤整備を行い 2018年秋ごろから稼働していく予定です。 

また、この事業を通じて「農業の振興」、「自然環境の保全」、「雇用の創出」、「健康寿命の

延伸」に町とカゴメが連携して取り組む、連携協定が締結されました。 

 

6月 18日（土曜日）入笠山 登山道整備ボランティア募集 

花の宝庫「入笠山」の貴重な花々を後世に残すため、平成 17年から「入笠”花の里山”ボ

ランティア活動」を行ってきました。観光客の増加に伴い、登山道の浸食等が見受けられ

ます。そこで入笠山登山道の整備を行います。 

登山道を補修する資材の荷揚げと、その資材を利用した補修作業に参加していただくボラ

ンティアを募集しています。 

作業内容 

補修資材（1キログラム位の石）の荷揚げ 

集合場所 

富士見パノラマゴンドラ乗り場 

集合場所 

8時 45分（作業時間 9時 30分から 12時） 

持ち物 

軍手、リュック（ビニールに入れた石を運搬するのに使用） 



申込締切 

6月 14日（火曜日）までに産業課商工観光係までお申し込みください。 

【お問合せ先】産業課商工観光係、電話番号：62-9228 

 

富士見の景観 

【お問合せ先】総務課文書情報係、電話番号：62‐9324  

分水の森 

明治 40年宮内大臣・内蔵頭（うちくらのかみ）渡辺 千秋氏は、小川平吉氏の勧めで南原

山に 8 町歩の土地を買いもとめ、上蔦木の旧本陣を移築して「分水荘」と名付けた。開荘

祭には富士見村全員を招待し、感謝状と木盃を贈った。村民は相撲大会を行って祭りを盛

り上げた。  

富士見高等学校が諏訪公立の農学校になった時、農地が必要になり 1.5 町歩を寄付した。

渡辺農場と呼ばれ活用された。  

県立の高等学校に移管の折には、線路うえに校舎を建設することになり、土地所有者に農

場の土地と交換してもらい現在地に建設することができた。  

渡辺千秋氏は明治天皇の信頼が厚く、天皇の大葬の副総裁をつとめ、守り刀をいただいた。

明治 10年の西郷隆盛の乱の時には、大参事として鹿児島に行き、鹿児島の難民を救済した。

西郷ら死者を手厚く葬り遺族も救った。  

皇室財産を確立させ、御料林の制度も安定させた。  

選定・評価：加々見一郎氏  

 

注記：訂正とお詫び  

広報ふじみ 5月号（№554）掲載の「富士見の景観」に誤りがありました。  

次のとおり訂正し、お詫び申し上げます。  

5行目の「昭和 11年」は誤りで、正しくは「大正 11年」  

8行目の「昭和 13年」は誤りで、正しくは「大正 13年」 

 


